
海面漁業権の免許内容

令和２年９月１日免許予定

宮崎県農政水産部水産政策課
漁業・資源管理室



共同漁業権



共
同
漁
業
権

公
示

制
限
又

漁
業
種
類

漁
業
の
名
称

漁
業
時
期

漁
場
の
位
置

漁
場
の
区
域

関
係
地
区

番
号

は
条
件

共
第

第
１
種

あ
わ
び

漁
業
１
月
１
日
か
ら
串
間
市

次
の
基
点
第
3
5
3
号
、
イ
、
ロ
、
ハ
及
び
基
点
第
3
5
5
号
の
各
点
を
順

串
間
市

1
8
号

共
同
漁
業

か
き

〃
1
2
月
3
1
日
ま
で

大
字
崎
田

次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
と
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ

大
字
崎
田

さ
ざ
え

〃
大
字
南
方

た
区
域

た
だ
し

基
点
第
3
5
6
号

基
点
第
3
5
7
号

基
点
第
3
5
8
号

大
字
南
方

。
、

、
、

、

と
こ
ぶ
し

〃
大
字
西
方

ニ
、
ホ
及
び
基
点
第
3
5
9
号
の
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
と
最

大
字
西
方

ば
い

〃
大
字
高
松
地
先

大
高
潮
時
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域
を
除
く
。
第
２
種
共

大
字
高
松

い
せ
え
び

〃
同
漁
業
に
つ
い
て
は
、
港
湾
法
第
3
4
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
1
2

う
に

〃
条
第
5
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
水
域
施
設
の
区
域
を
除
く
。

た
こ

〃
基
点
第
3
5
3
号

串
間
市
大
字
都
井
、
串
間
市
大
字
崎
田
界
に
設
置
し

て
ん
ぐ
さ

〃
た
標
鋲

な
ま
こ

〃
日
本
測
地
系

第
２
種

雑
魚
小
型
定
置
網

北
緯
3
1
度
2
2
分
4
2
.
2
9
0
秒
,
東
経
1
3
1
度
1
6
分
4
8
.
1
7
2
秒

共
同
漁
業

漁
業

世
界
測
地
系

磯
建
網
漁
業

北
緯
3
1
度
2
2
分
5
4
.
9
8
0
秒
,
東
経
1
3
1
度
1
6
分
3
9
.
7
8
0
秒

雑
か
ご
漁
業

基
点
第
3
5
4
号

串
間
市
大
字
崎
田
字
屋
方
荒
崎
鼻
先
端

基
点
第
3
5
5
号

宮
崎
県
、
鹿
児
島
県
界
陸
岸

基
点
第
3
5
6
号

高
松
三
角
点
(
日
本
測
地
系
北
緯
3
1
度
2
6
分
5
3
秒
，

東
経
1
3
1
度
1
0
分
3
4
秒
世
界
測
地
系
北
緯
3
1
度
2
7

分
5
.
6
6
1
秒
，
東
経
1
3
1
度
1
0
分
2
5
.
6
2
6
秒
)
か
ら
1
0
0

度
4
3
分
0
0
秒
3
,
1
2
7
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
第
3
5
7
号

基
点
第
3
5
6
号
か
ら
1
6
9
度
3
0
分
0
0
秒
1
3
2
メ
ー
ト
ル

の
点

基
点
第
3
5
8
号

基
点
第
3
5
7
号
か
ら
2
6
2
度
3
9
分
0
0
秒
7
6
メ
ー
ト
ル
の

点

基
点
第
3
5
9
号

ホ
か
ら
3
5
1
度
3
2
分
0
0
秒
1
,
4
9
6
メ
ー
ト
ル
の
点

イ
基
点
第
3
5
3
号
か
ら
1
8
0
度
1
,
0
0
0
メ
ー
ト
ル
の
点

ロ
基
点
第
3
5
4
号
か
ら
1
8
0
度
1
,
0
0
0
メ
ー
ト
ル
の
点

ハ
基
点
第
3
5
5
号
か
ら
2
1
6
度
2
,
0
0
0
メ
ー
ト
ル
の
点

ニ
基
点
第
3
5
8
号
か
ら
1
7
0
度
3
0
分
0
0
秒
9
3
メ
ー
ト
ル
の
点

ホ
ニ
か
ら
2
6
0
度
2
3
分
0
0
秒
1
,
0
1
2
メ
ー
ト
ル
の
点



区画漁業権



区
画
漁
業
権
漁
場
計
画

公
示

管
理

漁
業

漁
業
の
名
称

漁
業
時
期

漁
場
の

漁
場
の
区
域

制
限
又
は
条
件

地
元
地
区

番
号

番
号

種
類

位
置

区
第

2
0
-
1
第
1
種
貝
類
垂
下
式
１
月
１
日
か
ら
日
南
市
次
の
点
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
及
び
点
ア
の
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん

日
南
市

常
に
海
洋
環
境
の
保
全
に
配
慮

2
0
号

号
区
画
漁
・
藻
類
養
殖
1
2
月
3
1
日
ま
で
南
郷
町
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

南
郷
町

し
、
漁
場
区
域
内
を
効
率
的
に
利

業
業

潟
上
地

ア
世
界
測
地
系

潟
上

用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

先
北
緯
3
1
度
3
0
分
4
3
.
9
0
0
秒
,
東
経
1
3
1
度
2
2
分
4
1
.
5
0
0
秒

贄
波

設
定
区
域
に
は
、
識
別
可
能
な
電

灯
そ
の
他
照
明
等
に
よ
る
標
識
を

日
本
測
地
系

設
置
し
、
維
持
管
理
し
な
け
れ
ば

北
緯
3
1
度
3
0
分
3
1
.
2
5
5
秒
,
東
経
1
3
1
度
2
2
分
4
9
.
9
3
6
秒

な
ら
な
い
。

イ
世
界
測
地
系

北
緯
3
1
度
3
0
分
4
1
.
3
0
0
秒
,
東
経
1
3
1
度
2
2
分
4
2
.
5
0
0
秒

日
本
測
地
系

北
緯
3
1
度
3
0
分
2
8
.
6
5
4
秒
,
東
経
1
3
1
度
2
2
分
5
0
.
9
3
6
秒

ウ
世
界
測
地
系

北
緯
3
1
度
3
0
分
3
7
.
1
0
0
秒
,
東
経
1
3
1
度
2
2
分
3
7
.
2
0
0
秒

日
本
測
地
系

北
緯
3
1
度
3
0
分
2
4
.
4
5
3
秒
,
東
経
1
3
1
度
2
2
分
4
5
.
6
3
5
秒

エ
世
界
測
地
系

北
緯
3
1
度
3
0
分
3
9
.
6
0
0
秒
,
東
経
1
3
1
度
2
2
分
3
5
.
4
0
0
秒

日
本
測
地
系

北
緯
3
1
度
3
0
分
2
6
.
9
5
4
秒
,
東
経
1
3
1
度
2
2
分
4
3
.
8
3
5
秒

2
0
-
2
第
1
種
貝
類
垂
下
式
１
月
１
日
か
ら
日
南
市
次
の
点
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
及
び
点
ア
の
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん

日
南
市

常
に
海
洋
環
境
の
保
全
に
配
慮

号
区
画
漁
・
藻
類
養
殖
1
2
月
3
1
日
ま
で
南
郷
町
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

南
郷
町

し
、
漁
場
区
域
内
を
効
率
的
に
利

業
業

潟
上
地

ア
世
界
測
地
系

潟
上

用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

先
北
緯
3
1
度
3
0
分
2
1
.
9
0
0
秒
,
東
経
1
3
1
度
2
2
分
3
9
.
1
0
0
秒

贄
波

設
定
区
域
に
は
、
識
別
可
能
な
電

灯
そ
の
他
照
明
等
に
よ
る
標
識
を

日
本
測
地
系

設
置
し
、
維
持
管
理
し
な
け
れ
ば

北
緯
3
1
度
3
0
分
0
9
.
2
5
0
秒
,
東
経
1
3
1
度
2
2
分
4
7
.
5
3
5
秒

な
ら
な
い
。

イ
世
界
測
地
系

北
緯
3
1
度
3
0
分
2
3
.
3
0
0
秒
,
東
経
1
3
1
度
2
2
分
4
0
.
4
0
0
秒

日
本
測
地
系

北
緯
3
1
度
3
0
分
1
0
.
6
5
1
秒
,
東
経
1
3
1
度
2
2
分
4
8
.
8
3
5
秒

ウ
世
界
測
地
系

北
緯
3
1
度
3
0
分
1
9
.
3
0
0
秒
,
東
経
1
3
1
度
2
2
分
4
7
.
1
0
0
秒



日
本
測
地
系

北
緯
3
1
度
3
0
分
0
6
.
6
5
0
秒
,
東
経
1
3
1
度
2
2
分
5
5
.
5
3
5
秒

エ
世
界
測
地
系

北
緯
3
1
度
3
0
分
1
8
.
1
0
0
秒
,
東
経
1
3
1
度
2
2
分
4
5
.
7
0
0
秒

日
本
測
地
系

北
緯
3
1
度
3
0
分
0
5
.
4
5
0
秒
,
東
経
1
3
1
度
2
2
分
5
4
.
1
3
5
秒


